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項目 10「調剤基本料の一元化」に関する担当府省からの回答に対する反論 

東京医科歯科大学大学院医療経済学分野 川渕孝一 

 

 「仮に調剤報酬を 24点に一元化した場合、多数の医療機関からの処方せんを受けている

多くの薬局の継続が困難になる可能性がある」との回答ですが、平成 21年 6月に実施され

た医療経済実態調査では、保険薬局の利益率は 6.0％（個人 7.7％、法人 6.0％）と病院に比

べてすこぶる良好です。 

 であれば、仮に調剤基本料を 24点に一元化したとしても、実質 1.8％（978億円÷薬局

調剤医療費 53,955億円×100）の値下げで、薬局の継続も可能ではないでしょうか。 

現にドラッグストア各社が、医療機関の処方箋をもとに調剤窓口で処方薬を販売する際、

患者負担分の代金に応じてポイントを付けるサービスを相次ぎ導入していると言います

（2010年 12月 6日の日経新聞）。例えば、あるドラッグストアチェーンは今 11月から調

剤部門を持つ全国の約 200店で、ドラッグ店で販売する商品と同様に 100円の購入金額に

対して 1～3円相当のポイント提供を始めたと報じられています。 

 これは現行の調剤点数でも 1～3％の値下げが可能という証左ではないでしょうか。 

 

参考資料４ 

川渕委員提出資料 
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項目 11「DPC/PDPS制度の改善」に関する厚生労働省からの回答に対する反論 

東京医科歯科大学大学院医療経済学分野 川渕孝一 

 

１．診断群対象の ICDコード 

・ 「診断群分類番号」の上位 6桁を「疾患コード」として、474項が平成 22年版の官報

で告示されています。それぞれに該当する傷病名は ICDコードによって指定されてお

り、例えば「関節リウマチ 070470」の場合は ICDコードの 22項が指定されています。 

・ 包括医療費算定では「最も医療資源を投入した傷病名」に対応する病名マスタを選択し

て、その病名表記に対して設定されている ICDコードにより疾患コードが決まります。 

・ これに対して ICD疾病分類体系では合併症を基礎疾患と症状発現との ICDコードによ

って分類する二重分類方式が原則とされています。例えば「関節リウマチ性心筋炎」の

場合は、M053「他の臓器・器官系の併発症を伴う関節リウマチ」が基礎疾患の、I418

「他疾患における心筋炎」は症状発現の ICDコードとなります。 
ICD1O-1  ICD10-2   病名表記 

      病名マスタ                               ← カルテの診断名 

         他の疾患コード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M053    I418   関節リウマチ性心筋炎 

 
 ここで問題になるのが、支払基金版「レセ電算用傷病名マスタ」では図示したように

[ICD10-1]が基礎疾患、[ICD10-2]は症状発現の ICDコードと固定されていて、[病名表記]

がどちらの ICDコードに対応するのか不明な点です。基礎疾患コードを使用するときと症

状発現コードを使用するときとではこれに対応する DPCの疾患コードが異なるので、「最

も医療資源を投入した傷病名」の ICDコードを入力者が選択しなければなりません。とな
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ると、結果的に恣意的に病名が選択され「真の病名」が選択されないだけでなく医療費が

高くなる可能性はないのでしょうか。 

２．傷病名マスタの補修 

 第 2に傷病名マスタに ICD10-2が設定漏れのケース 

が散見されることも問題です。 

現在、診断群の疾患コードに対応する ICDコードは 

7,330項で、その内訳は基礎疾患コードは 7,031項、症 

状発現コードは 299項です。 

これに対して、平成 22年 10月版傷病名マスタに収 

録されている診断群対象の ICDコードは基礎疾患コー 

ド 5,571項、症状発現コード 196項です。 

診断群対象外の ICDコード 1,040項は外来診療など 

包括医療外で使用されるものなので、これを除くと都合 

104項に該当する傷病名マスタは、次のようにその基礎 

疾患コードだけ(症状発現コードの設定漏れ)しか収録さ 

れていないことが判明しました。 

 

傷病名コード ICD†   ICD＊   病名表記      

8840994    A881    ----  流行性めまい 

1212004    B664    ----  肺吸虫症 

7132002    D66     ----  血友病関節炎 

8834437    E511    ----  湿性脚気 

8832724    G711    ----  筋緊張性白内障 

8837621    I660     ----  中大脳動脈症候群 

8843828    J118    ----  インフルエンザ脳症 

8832850    K509    ----  クローン病性若年性関節炎 

8831792    L010    ----  外耳膿痂疹 

8842101    M053    ----  関節リウマチ性心炎 

3621014    N188    ----  腎性網膜症 

 

 「症状発現」の ICDコードが設定漏れの場合は、プログラム上、次のような「基礎疾患」

の ICDコードに対応する疾患コードにより包括医療費を算定するしかありませんが、これ

で適正な制度運用と言えるのでしょうか。 
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また、診断群適用の基礎疾患コードに対して傷病名マスタに未収録の ICDコード 1,460

項があることもわかりました。健全な ITベンダーの育成の観点から早急に補修する必要が

あるかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 


